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ハリントンの統治機構論に対するジョン・ミルトンの批判（3・完）
── 17 世紀イングランド共和主義思想の統一性と多様性の一側面──
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Ⅴ 共和政の必要性とその担い手

本章では，第１節で君主政が復古する際の問

題点としてミルトンが指摘している内容を把握

した上で，第２節以下では，共和政の存続には

土地所有者であるジェントリからの支持が不可

欠とミルトンは認識していたので，彼らの土地

所有の在り方に多大な影響を与える土地法に対

して慎重な態度を示したこと，しかもミルトン

が批判する土地法はハリントンのそれではな

く，ハリントン派によるものであることを議論

する。これらの作業を通して，ミルトンとハリ

ントンは，民衆の位置づけに関しての相違を持

ちつつも，かなりの程度，共通の前提を持つ近

似的議論を展開していたことが主張される。

１ 君主政の復古が現実に持つ問題点

前章で議論したように，共和政の利点を指摘

しつつ，その具体的なモデルを示したミルトン

は，『設立論』において，君主政を「一度放棄し
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たのに，もう一度受け入れる」ことが，さらに

深刻な事態をもたらす可能性，具体的には国

王・王党派の報復可能性などにも言及しつつ警

告を怠らない（REW, p. 449 : 347頁）
1)
。つまり

ミルトンは，君主政が復活することに伴う様々

な弊害を，政体の公正さの観点からだけでなく，

より実利的な側面，すなわちその運営・維持の

コストの観点や国民が受ける弊害の観点からも

議論する。この点からも『設立論』は，君主政

復活にたいして，それを理性的・宗教的に問題

視するものから，感情的・実利的に不都合を把

握するものまでの幅広い読者層を想定している

ことが看取できる。

ミルトンによって具体的に言及される弊害

は，次の四つである。第一に，復活した王政の

ために，「新しい王室財源」を見つけなければな

らないことから，既に処分された王室領を取り

戻すために，「必ずや個人の私有財産の損傷，妨

害，混乱を招き，全ての人の財布に重い負担を

かける」ことになる（REW, p. 450 : 348頁）
2)
。

この指摘は，必ずしも共和政を支持する者たち

だけでなく，国家＝王室の財政を改善するため

に臨時賦課金の導入などを指向する「絶対主義

的」な君主政を嫌悪する一部の王党派にも訴求

力のある内容であろう。そして第一の問題と相

即的であるが，第二の深刻な問題は，王室を支

えるものとしての「主教制度の再来 a new

episcopal」をもたらすことである（REW, p.

450 : 348頁）
3)
。第三に，常備軍の性格の変化で

ある（REW, p. 454 : 350頁）。この主張は第二

版で追加されたことで，常備軍は，「最も獰猛な

王党軍となり，巨額の費用」が嵩むだけでなく，

「現在の軍隊は（おそらくは遅延分の支給も俸

給もなしに）必ず解散させられ，君主に対する

反逆のために武装した廉で審問されることは必

定」とミルトンは言う（REW, p. 454 : 350頁）。

そして第四の問題であり，君主政復活が孕む

最大の問題点とミルトンがみなすことは，良心

の自由と市民的自由の喪失である（REW, p.

456 : 351頁）
4)
。ミルトンによれば，良心の自由

とは，

すべての人間にとってなにものにもまさっ

て大事で貴重なものであり，いかなる政府

にもまして自由共和国だけが，もっとも公

正無私，何ものをも恐れず，また自らが行

う公平な処置を確信しているがゆえに，自

らの本性からしてこの自由を大事にするば

かりでなく，立派に保護することができる

（REW, pp. 456-457 : 352頁）
5)

のである。これに対して君主政は，

有能と雅量のゆえに最も尊敬される人々を

最も疑い信じなかったとかつて言われた

が，今でも同様に，著名な人々をその信仰

ゆえに最も猜疑していることはあまねく知

れわたっている（REW, p. 457 : 352頁）
6)

とミルトンは強調する。すなわちミルトンに

とって君主政復活は，本稿第Ⅲ章で確認した商

業的繁栄に加えて，市民的，精神的，宗教的自

由などを再び，そして，未来永劫失うことであ

り，絶対に阻止しなければならないことなので

ある。

２ 共和政の存続と「市民」への期待

それでは先行研究において頻繁に議論されて

きた点，すなわちミルトンは共和政の存続を誰

に期待するのかについて，『設立論』の内容から

どのように考えることができるのであろうか。

その答えは，元老院を終身制にする議論からも

容易に推測できるが，「無思慮な大衆 the in-

considerate multitude」（REW, p. 446 : 345 頁）
7)

第 188巻 第２号2

４）第一版 REW, p. 379.

５）第一版 REW, p. 382.

６）第一版 REW, p. 382.

１）第一版 REW, p. 378.

２）第一版 REW, p. 378.

３）第一版 REW, p. 378.



や，第二版で追加される表現では，「粗野な多数

の群衆 a rude multitude」（REW, p. 442 : 342

頁）ではなく，端的には，理性的判断が可能な

少数派である。それは具体的には，

最も偉大な人が自らの犠牲と任務におい

て，公衆に対する奉仕者であり，働き手で

あり，私利を思わず，同胞の上に立とうと

せず，家庭では謹厳に生活し，他の人々と

同様に街を歩き，最敬礼などしてかしこま

らなくても自由に親しく話しかけることが

できる人々（REW, p. 425 : 333 頁）
8)

とされている。先行研究が指摘するように，確

かにミルトンは理性的な少数の能力者に期待を

寄せている。

このようなミルトンの姿勢を，キリスト教的

観点に基づいてミルトンを解釈する立場から見

るならば，ミルトンが，政治を担うべき少数者

を，「聖徒 Saint」と呼称しつつ，その霊的能力

の卓越性を重視するように思われるであろう。

しかしながら『設立論』の実際の議論では，大

変興味深いことに，少数者に対して霊的能力を

見出すこともなければ，これを指し示すような

名辞も一切与えられていない。すなわちウォー

デンが強調するように，ミルトンは政治論にお

いて政治を担うべき人々を讃える場合は，他の

同時代の共和主義者と同様に，彼らを「市民」

と呼ぶ一方で，ミルトンによって「聖徒」は，

「慣習的に皮肉を込めて」用いられているに過

ぎない
9)
。

それでは統治職に就任すべき少数者である

「市民」とは，当時のイングランドに即して言

えば，誰なのであろうか。それは端的には，地

方政治で活躍する「最良のジェントリ prime

gentry」（REW, p. 425 : 333 頁）
10)
ということ

になる。つまり本稿第Ⅳ章第５節で，君主政復

活への防波堤として地方議会を重視するミルト

ンの議論を分析したが，この「市民」規定から

もまた，よき統治を行いうる「貴族と主なジェ

ントリからなる『名望家層』」とそれが体現する

地方社会の自立性に，君主政復活の阻止の望み

をかけていたことが看取できるのである
11)
。

ミルトンが共和政維持をジェントリに期待し

ていたのであれば，財産の多寡の違いはあるも

のの基本的には土地所有者である彼らに少なか

らぬ影響を与える政策には批判的であっても不

思議はない。ハリントンやハリントン派と呼ば

れる人々が提唱する政策でそれに該当するの

は，土地所有関係に多大な影響を及ぼす「土地

法 Agrarian law」であろう。

しかしながら不可思議なのは，もしもミルト

ンがジェントリに対して無条件に信頼感を寄せ

ていたのであれば，ジェントリから共和政支持

を調達するために不可欠な土地法に関する否定

的な議論を，『設立論』の第一版から一貫して行

うべきであったにもかかわらず，「土地法」に関

する記述は，第二版で新たに加筆されているこ

とである。ミルトンは第二版において「土地法」

に対する否定的な議論を行う際に，共和政モデ

ルの二つの類型を区別しつつ，みずからの提案

の優位性を強調しようと試みる。すなわち自ら

が提案する共和政モデルは，「平易にして簡潔，

そしてわれわれに周知のもの」であり，対照的

にハリントンの提案する共和政モデルを暗
・

示
・

さ
・

せ
・

る
・

ものは，「複雑」であり，「見慣れない，も

しくは，既に有効性を失った政体案や条項」で

満たされていると批判する。そしてこのことを

根拠に，ミルトンの最大の批判は，ハリントン

の共和政モデルの中核をなす「土地法」に向け

られる。そしてミルトンによる「土地法」に対

する批判は，われわれにとってよそよそしい「外

来モデル exotic models」である点に端を発し，
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７）第一版 REW, p. 375.

８）第一版 REW, p. 360.

９）Worden (1990), p. 230.

10）第一版 REW, p. 360. 11）今井（1986），286 頁。



それを採用する積極的理由はないと断言する

（REW, p. 445 : 344頁）。

もちろんここでのミルトンの批判をその言葉

通りに受け止めるならば，ハリントンの共和政

モデルの二つの中核提案のもう一方である官職

交代制もまた，「外来モデル」の名の下に強く批

判されてしかるべきである。しかしながら本稿

第Ⅳ章で既に明らかにしたように，ミルトンの

議論において，官職交代制は，専制批判との関

係のみで論じられ，しかも官職交代制を欠く統

治モデルに対する専制の懸念を多くの民衆が拭

えない場合には，その導入を完全に否定するも

のではないとされていた。ここから，ハリント

ンの共和政モデルに含まれる二つの中核的な制

度提案からなる一体的主張─官職交代制と土地

均分相続法─に対して，大変興味深いことに，

ミルトンの批判の程度が一様でない側面を看取

することができる。すなわち「土地法」に対す

る批判は第二版から新たに登場し，かつ，そこ

での議論においても官職交代制よりも「土地法」

への批判が強くなされ，この提案を受け入れる

余地はないとミルトンが否定的に議論している

ことである。しかしながらその論調は，本稿第

Ⅲ章第３節で分析したような，君主政をキリス

ト教的公正さの観点から「異教的」と完全否定

するものとも異なっている。この「土地法」に

対するミルトンの微温的な批判は何を意味する

のであろうか。

３ ハリントンの「外来」的な共和政モデル？

ハリントンの共和政を支える二つの中核的制

度に対する対照的な扱いは，ミルトンのどのよ

うな認識の反映なのであろうか。この問題を考

えるためには，そもそもミルトンの批判する「外

来モデル」の問題性をミルトンがどこに見出し

ているのかをまず分析する必要がある。ミルト

ンが用いた「外来モデル」という表現は，ヴェ

ネチア共和国に起源を持つ制度の総称であり，

ミルトンにとどまらず，広く同時代人に共通の

認識に基づく用語法であった
12)
。ゼラ・フィン

クによれば，特に，1640 年代までの英国では，

一方では，王党派はヴェネチアの総督Dogeが

国王に近い存在であることを根拠に国王職の必

要性を，他方で議会派は，ヴェネチアの元老院

を中心とする統治モデルが自ら範とすべき議会

制度の一種であることを強調していた。つまり

政治的な立場にかかわらず，学ぶべき永続的な

統治モデルとして，ヴェネチアの様々な側面に

解釈者の側が自由に注目する「ヴェネチア神話」

が共有されていたのである。そしてまたその

「神話」を可能としたのが，混合政体としてヴェ

ネチアを把握する視点であった。

このヴェネチア・モデルからハリントンは，

政体の安定性の実現と，政治的な平等性の確保

とが相即的という認識を獲得し，具体的には，

官職交代制と，それを実質化するための官職就

任者を選抜する選挙における投票札の使用に注

目する。投票札は，いわば有権者が自らの意思

を自由に投票行動で示すことを可能とするため

の，すなわち投票の秘密を守るための仕掛けで

あり，またこれによって平等性が確保される仕

掛けでもあった。両者は表裏一体のものとして

ハリントンによって把握されていた
13)
。

そのようなハリントンの共和政モデルを「外

来モデル」と批判する『設立論』は，ミルトン

の反ヴェネチア的な立場を示すのではないかと

いう解釈が生ずることになる。しかし他方で，

本稿第Ⅳ章で議論したように，ミルトンは共和

政の安定性を重視し，その観点から，ヴェネチ

アの元老院を模倣する終身制元老院を提唱する

など，実質的にはヴェネチア型の共和政モデル

を提案している。フィンクは，ミルトンがヴェ

ネチア・モデルに実質的に依然として魅せられ

第 188巻 第２号4

12）Fink（1940），pp. 159ff.，Fink（1962），pp. 28-51，

木村（2010），第５章第５節，Pocock（1975），ch. ix,

Wooton（1994），Eglin（2001）などを参照せよ。

13）例えば，Works, p. 181.



ているにもかかわらず，それを表面的には批判

的に扱う「矛盾」の理由を，次のように説明す

る。すなわちそれは，ヴェネチア・モデルを導

入することが不
・

必
・

要
・

という原理的な認識ではな

く，その重要性を認めつつも，その導入，特に

平等性を確保する政治的仕組みの導入を現時点

では不
・

可
・

能
・

とする時論的な認識に基づくと解す

る
14)
。ここで注目すべきは，ヴェネチア・モデ

ルが平等性を中核に置くという判断そのもの

は，ハリントンとミルトンによって共有されて

いたことが推測できる点である。

しかしながら，このフィンクによる解釈を前

提にしたとしても，次のような二つの疑問が残

る。第一の疑問は，なぜミルトンはヴェネチ

ア・モデルに基づくハリントンの共和政モデル

を現時点で導入すべきではないと判断したので

あろうか。そして第二の疑問は，ハリントンの

モデルが内包する提案のどの部分を，現時点で

導入すべきではないと考えたのか。

これらの疑問を考える上で本稿が注目するの

は，ミルトンがハリントンを批判したときに選

び取った表現である。すなわちミルトンはハリ

ントンの共和政モデルを，君主政を強く批判し

た際に用いた「異教性 heathen」という根拠か

らではなく，「外来性 exotic」という点で批判し

ている。確かにどちらの表現も英国固有のもの

ではないという点で共通するが，前者がキリス

ト教徒によって異論の余地なく退けられるべき

ものを指し示すのに対して，後者は，そうした

絶対的な拒否の含意はなく，外国起源のものよ

りも在来起源のものを優先させるべきという相

対的な優先順位の判定の結果を示すにすぎな

い。そしてこのニュアンスの相違は，『設立論』

が執筆された 17 世紀半ばの辞書の用例からも

確認することができる
15)
。すなわち，ハリント

ンの統治モデルと自ら提案するそれとが，共に

共和政を設立する提案であることを十分に認識

した上で，特定の観点からハリントンの共和政

モデルの不都合を認識し，それを（君主政に対

する絶対的な批判とは異なる形で）exoticと表

現したということがわかる。ミルトンがハリン

トンの共和政モデルに対して，「異教性」ではな

く「外来性 exotic」という名辞をあてた事実は，

彼らが共に共和政をめぐる論争圏を形成してい

る証左と解することができるのである
16)
。

そこで次に問題となるのが，ミルトンは「外

来性」という指摘によって何を批判しようとし

たのかである。この問題を考える上で参考にな

るのは，ミルトンの『備忘録 Commonplace

book, 1630?-1665?』における「外国起源の慣習

について custom of forraign nations」である。

そこでは，「隣国の慣習を無批判的に模倣 im-

itateすることは，危険で懸念されること」とさ

れ，その具体例として挙げられているのは，フ

ランス生まれのエドワード懺悔王（Edward

the Confessor, 1004-1066）がフランスの習慣を

イングランドに無批判的に満ちこんだことに

よって生じた外国崇拝である
17)
。ここでミルト

ンによって問題視されているのは，外国起源の

ものを，無批判的に模倣して導入することであ

る。

このミルトンの認識を，本稿第Ⅳ章第１節で

既に引用した『長期議会の特徴』におけるミル

トンの政治学習の必要論と併せて考えると，ハ

リントンの「外来」モデルに対する批判の要点
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14）Fink (1940), pp. 171-172. ウルフも類似の指摘を

している（Wolfe（1963）, p. 309）。

15）Extoticは，ギリシャ語の exwtikόςに由来し，「外部

の」など自らの属する領域の外側に起源を持つ状態

を形容する語句に過ぎない（Liddell & Scott（1996）,

OED, Blount（1656）, Phillips（1678）などを参照）。

16）Scott（1993）も exoticというミルトンの批判に着

目するものの，それを単に言及するに留まり，本稿

の認識とは異なり，この表現にミルトンとハリント

ンのあいだで共和政をめぐる論争圏が成立していた

証左を見ることはない（ibid., p. 142, n. 12）。

17）CPW, vol. 1, pp. 429-430.



は，内在的な対応物がない状態のまま外国の文

物を無批判的かつ性急に導入する危険性の指摘

にあると言えよう。すなわち導入されようとす

る外国起源の制度自体に対する価値判断という

よりはむしろ，それを活用できない状態にある

イングランドの現状において，それらを導入す

る弊害をミルトンは問題視していると考えられ

る。実際に『長期議会の特徴』では，戦闘に不

可欠な資質を育むことしかできない英国では，

自らに「固有の才覚Mother-Wit」のみに依拠し

て，正当性と賢明さという平和時の統治に必要

な資質を統治者が育むことは困難と指摘しつ

つ，平時の統治が目指す「礼儀正しさ，賢慮，

公共善への配慮」の実現には，英国にとって「外

国起源の outlandish」価値観を慎重に「移植

implanted」しなければならないとミルトンは

指摘している
18)
。すなわちミルトンがハリント

ンに代表されるヴェネチア・モデルを exoticと

して退けた一番の理由は，それが内包する平等

性を英国が現時点で受け止める内在的条件を欠

くという点にあることがわかる。

それでは，ミルトンに批判されるハリントン

は，外国の諸制度を無批判的に導入すべきとし

ているのであろうか。その答えの一端は，彼の

立法者論に示されている。ハリントンは，共和

政は相互矛盾なく総体として設計され，一気に

導入されるべきことを強調する。そのために必

要なのは，単一の，しかも超人的な能力を有す

る立法者である
19)
。そしてそのような立法者

は，モーセ，リュクルゴス，ソロンなどのよう

に，「まず歴史家もしくは旅行者でなければな

らない。なぜなら物事がどうあるべきか，ある

いはどのようになりうるのかを把握できないも

の」はその名にふさわしくない。つまり

物事の成り行きに関する知見を欠いたまま

では，物事がこれまでどのようであり現在

どうなのかを語ることもできなければ，現

在どうすべきでありこれからどのようにな

るのかも語ることもできない
20)

とハリントンは明言する。ここから推測される

のは，ハリントンの立法者もまた，自国の内生

的な傾向を十分に把握した上で，必要なものを

必要な形で導入する役目を担うのであり，外国

の文物や価値観を無批判に導入することを目指

すべきではないとされていることである。

もちろんハリントンの議論には，ミルトンが

懸念する側面，すなわち外国起源の物事を急激

に導入することに伴う拒絶反応に対する認識が

希薄な側面があることも事実である。なぜなら

いわゆる中世の英国は，統治の不安定性をもた

らす「近代の深慮 the modern prudence」に基

づく政治社会であり，そこには見習うものが全

くないとハリントンは断言した上で，それとは

断絶する，対照的な「古代の深慮」に基づく社

会秩序の回復を主張するのである。確かに，そ

の論調からは，既存のものを踏まえた外来物の

導入という観点を十分に意識していることが看

取しにくい。しかしながらハリントンのこの急

進性は，共和政設立時のそれであって，『設立論』

が問題とする共和政崩壊の瞬間において，共和

政を支えることをミルトンが期待するジェント

リの現状を急激に改編する類のものではなかっ

た。

以上のように考えるならば，ミルトンによる

土地法への批判は，ハリントン自身へ向けられ

ていたのか，すなわちハリントンの主張する土

地法への批判をミルトンが意図したのかという

新たな疑問が生ずる。

４ より急進的な「土地法」の提起への対応

ミルトンが『設立論』を改訂する間に，「土地

法」に関して，ハリントンとは別の含意，ある

いはそのように読者に印象付けるような装いを
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18）CPW, vol. 5, p. 450.

19）Works, pp. 169, 207ff. 20）Works, p. 310.



持つ提案がなされた。すなわちハリントン的な

統治の追求者とみなされるハリントン派の人々

によって，より急進的な形でそれが主張された

のである。本稿が見るところ，ミルトンの懸念

は，ハリントンそのものというよりも，むしろ

それに示唆をうけつつもより急進的な主張をし

たハリントン派に向けられているように思われ

る。そしてこのことは『設立論』第二版におい

てミルトンが急遽，土地法批判を追加した理由

の内在的説明にもなるであろう。

この問題を考えるために，そもそもミルトン

は土地法を，どのような理由で導入すべきでな

いとしているのかを振り返ってみたい。それ

は，第二版で追加される内容によれば，「人々の

土地と財産に対する危険，不当な変更や制限を

作り出す」のであり，

これまで地上と精神を支配していた者たち

が除かれたこの共和国においては，法外な

所有を独占してわれわれの共同の自由を侵

すような危険を防ぐ土地法の垣根（最初の

所有関係からきちんと始められたところ以

外では，暴動教唆以外には決してうまくい

くものではない）を必要（REW, pp. 445-

446 : 344頁）

としないからである。ここでは土地法の急進性

や暴力性が強調されている。

しかしながらミルトンの懸念とは異なり，ハ

リントンの議論における土地法とは，相続を通

じて，一部の大土地所有者の長男以外の男子と

いう市民としての対等な能力を持つものへの均

分相続を規定する漸進的な立法効果を持つ提案

であった。『オシアナ共和国』はオシアナ共和

国を支える 30 の条項から記述されているが，

土地法に関しては第 13条項で規定される。そ

れによれば土地法は，一定数以上の市民層の確

保が君主政復活への防波堤となるという主張に

裏打ちされている
21)
。したがって限嗣相続を主

張する大土地所有者を除けば，相続と言う比較

的穏便な方法に拒絶感を示すものはそれほど多

くないと言えよう。

以上のようなハリントンの議論をミルトンが

正確に理解していたと仮定するならば，17 世紀

英国における千年王国論的な共同体論の諸相を

分析したジェームス・ホルスタンなどの先行研

究
22)
が示唆するように，ミルトンの批判はハリ

ントンの議論自体というよりはむしろ，ハリン

トン派（The Harringtonians）と呼ばれる人々

の議論に向けられているように思われる。彼ら

について幅広く分析したホルスタンやデーヴィ

スは，このようなハリントン派の議論の代表例

として，ウィリアム・スプリッグ（Will iam

Sprigge or Sprigg, fl. 1652-1695）のそれを重要

視する。そしてこの指摘を踏まえて本稿が着目

するのは，ミルトンが『設立論』第一版の出版

時には参照できず，しかしながら第二版を準備

する過程で参照可能になった時期の 1659年９

月に，彼の著作の一つである『君主政に対抗す

る平等な共和国の必要性に関する控え目な訴え

A modest plea, for an equal common-wealth,

against monarchy』が出版されている事実であ

る。

その著作においてスプリッグは，統治と社会

構成上の諸原則を提示しており，そのうちの一

つが土地法の必要性に関する議論である。スプ

リッグは，欲深い人々の「少しもとどまること

を知らない欲望 vast unsatiable desires」を押

さえつけるために土地法が必要と論ずる。それ

を欠いた状態では，各種の不正が横行し，とて

も公正な社会である共和政の名にふさわしくな
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21）Works, pp. 231-241, esp., 236. また Nelson

(2004), ch.3も参照せよ。

22）Holstun（1987）, p. 247. 但し，この点に関する先行

研究にも様々なニュアンスの違いがある。例えば

コーリン・デーヴィスは，ハリントン派，なかでも

ウィリアム・スプリッグの議論を，「その精神と内実

においてハリントンの教えに近似する試み」と評し，

両者の相違を議論しつつも解釈全体の調子はハリン

トンとの類似性を強調する（Davis（1981）, p. 254）。



い。だから「ギリシャの陶片追放」や「ローマ

の国外追放」と同様の機能をもつ土地法が不可

欠とする。具体的には，「一定割合」を超える土

地所有に対しては，相続の際に「税や公的課徴

金」を徴収すべきとスプリッグは主張するので

ある
23)
。スプリッグが主張する土地法は，確か

に全体の趣旨はハリントンのそれに類似すると

言えるものの，議論全体から受ける印象は，よ

り社会改良的色彩が強く，また土地所有の上限

値が明示されないなど，土地所有者にとっては

不透明な部分が多く，彼らにとって不安材料を

より多く含むものとなっていると言える。すな

わちハリントンと同様にスプリッグの土地法も

また，それが関与するのは相続の際の土地財産

の継承の在り方であることに触れているもの

の，極めて簡潔な記述であり，その含意を把握

しにくいものとなっている。またこの著作の別

の項目では，無産者の生活維持への配慮など人

間の平等性に基づく各種の議論が展開されてお

り，これらは土地法の議論とスプリッグによっ

て明示的に関連付けられていないものの，著作

全体としては，財産税による土地収用と無産者

への配慮とが議論として繋がっているかのよう

な印象を与え，その結果，彼の議論全体が，あ

たかも戦後日本の農地改革のような土地収用の

必要性を議論しているかのように読めてしまう

のを避けることができない
24)
。加えてスプリッ

グは，上記の土地所有についての議論だけでな

く，デーヴィスも注目するように，土地所有者

たちの政治的権能についても批判的な論評を自

著の各所で行っている
25)
。

以上簡潔に分析したように，スプリッグの議

論が全体として，ハリントンのように相続を通

して財産を一定の範囲内に収めようとする提案

ではなく，あたかも（相続に限らず）平均所有

面積を超える土地に対する重加算税によって土

地の再分配を実質的に志向する議論として解さ

れる可能性が大きい内容を有していた。した

がって当然ながら，土地所有者はスプリッグ的

な社会立法としての土地法に対して，より強い

警戒心を抱くことになるであろう。以上のよう

な共和政末期のハリントンをめぐる言説状況の

変化を参照するならば，ミルトンが『設立論』

第二版に加筆した土地法への批判が，先行研究

の一部がみなすような，ハリントンへの批判を

実際に意図していたのかどうかは判然しないこ

とがわかる。

そして上記のような言説の状況変化を前提に

ミルトンの言明を解釈するならば，土地所有関

係に多大な影響を与える土地法への拒否感を抱

く有権者層を共和政支持に留めておくために，

（官職交代制よりも）土地法に対してより批判

的姿勢をミルトンが示したと解釈することがで

きる。こういった意味では，今井が的確に指摘

するように，

ミルトンにとって政治参加を認められてい

たのはジェントリ以上のもの以外は考えら

れなかったのであり，したがって……『多

数の勤勉な同等の人々の共同の熟慮と協

議』こそ『デモクラシー』なのであった。

十七世紀のイングランドにおいてレヴェ

ラーズとミルトンを分かつ距離は，予想以

上に大きかった
26)

のである。そしてこの少数者に対して，共和政
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23）Sprigge (1659), esp., pp. 112-114.

24）Sprigge (1659), esp., pp. 112ff., Davis（1981）, ch.

9, Holstun（1987）, ch. 5. 同様の指摘は Cotton（1991）,

p. 148 にもある。またジョナサン・スコットは，ス

プリッグの土地法の扱いを，「ハリントンよりも厳

格で，かつ，経済的不平等がもたらす社会的悪影響」

を強く批判したと解する（Scott (2004), p. 308）。な

おスプリッグについては，‘SPRIGGE (or Sprigg),

William (Fl. 1652-1695 ) ’ , in Greaves & Zaller

（1982）, pp. 196-197, Davis（1981）, pp. 255ffを参照

せよ。

25）Sprigge (1659), pp. 99-111, Davis (1981), pp. 257,

264-265.



の理想状態を表すキャッチ・フレーズである「古

き良き大義 the good Old Cause」（REW, p. 462 :

357頁）
27)
を訴えかけることによって君主政復

活を食い止めようとするのが，ミルトンの共和

政論であった。

しかしながらこの既存の「名望家」に期待す

る側面は，単なる現状追認的な保守性によって

支えられているのではなく，次のような二つの

留保が付されていると言えよう。第一に，『設

立論』の二つの版を通じて強調されるミルトン

の為政者像は，「能動的な卓越性と勤勉さ ac-

tive virtue and industrie」を備えた，ある種の

能力主義に基づいたものであり，最良者による

支配という性格を具備していたことである

（REW, p. 427 : 335 頁）
28)
。

第二の留保もまた二つの版を通して論じられ

ている。それは，『設立論』が実際の選挙への影

響力行使を狙った出版物であること，すなわち

「名望家層」を国制や地方政治の担い手として

実際に選ぶのは，投票権を持った選挙民，ある

いはミルトン自身の表現によれば，主権の担い

手である「民衆」であるとして，彼らに訴えか

ける側面をミルトンの議論が依然として持って

いることである（REW, p. 427 : 334頁）
29)
。す

なわちミルトンの議論は，「名望家」に期待する

だけでなく，主権者たる「民衆」が王政復古を

支持する危険性を憂慮しつつ，しかしながら，

彼らが為政者を選ぶ権能を前提に政治論を展開

しなければならないという制約のもとでなされ

ていたと言えるのである。つまり『設立論』は，

「民衆」の自由な投票活動を前提にしつつも，

彼らの自主的な選択を共和政支持の方向に誘導

するという困難な課題を目指していたというこ

とができる。そのためにミルトンが自らの議論

で最も傾注すべきと考えた点は，終身制の元老

院の弊害として批判される専制的な側面を合理

的に弁明することであった。

以上の二つの側面を加味しつつミルトンの為

政者論を見直してみるならば，今井が強調する

ように，現代民主政に直接的につながるような

側面を持つ統治モデル，たとえばパトニー討論

で示されるような無産者をも含めて一律の投票

権を主張するラディカルな統治モデルでないこ

とは事実としても，ミルトン（とハリントン）

による一定の社会階層以上に選挙権・被選挙権

を委ねる構想は，17 世紀半ばのイングランドに

おける「標準的」な内容と言える。

むしろ興味深いことは，ミルトンとハリント

ンの議論が示す対立は，政治的権能を持つべき

人々に関する理念的な対立ではなく，むしろそ

れらの人々を選び出す民衆の能力をめぐる見解

の対立だったことである。すなわち，国民主権

の主張のもとでの積極的な「民衆の能力論」を

展開しなかったミルトンに対して，ハリントン

は，政治に必要な能力に関する共通認識を前提

にした指導者の認証論としてそれを展開したこ

とである。換言すれば，ハリントンによって強

調された民衆の能力とは，だれが指導者なのか

を見極める能力であり，自らが指導者になる能

力ではなかった。民衆と指導者とは，異なる能

力を持ちつつも，その意味では対等の関係にあ

るとハリントンによって把握されていた
30)
。ハ

リントンは，民衆の役割を，個別ではなく集団

的に機能するものと捉え，その力が自然的貴族

層の助言に基づいて発揮される統治を，「民衆

的統治 popular government」と呼んだ。そし
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26）今井（1986），293-294頁。なお異なる見解は，永

岡（1991）を参照せよ。

27）第一版 REW, p. 387.

28）第一版 REW, p. 362. 能力に基づくエリートという

見解は，Burgess（2009）や Coby（2009）なども注

目するように，16世紀の Commonwealthmenを起

点としてそれ以降の人文主義に基づく改革派の政策

担当者が好んで用いた。なお前著の意義について

は，竹澤（2013）を参照せよ。

29）第一版 REW, pp. 361-362. 30）竹澤（2011），特に第３章を参照せよ。



てそのことを，自らの第二の主著とも呼ばれる

『民衆的統治の優位性 The Prerogative of

Popular Government, 1658』の表紙に，マキャ

ヴェッリ『リヴィウス論』第１巻第 58 節の言葉，

すなわち「民衆は君主よりも賢明で，また安定

している」を掲載することで示している。

民衆が君主政復活を支持する現在の状況を強

く意識したミルトンが，民衆の選択に依拠する

形で共和政存続を展望できなかったことは，ハ

リントンの共和政モデルに対する彼の距離感に

もつながる。そして民衆の能力に全幅の信頼を

寄せるハリントンの共和政論は，1659年という

ほぼ同じ時期に，もう一人の同時代人リチャー

ド・バクスター（Richard Baxter, 1615-1691）

によって明示的に批判される。

……ハリントン氏は，民衆 the peopleが賢

者 the wiseを選びうるほどに賢明であり，

善を志向するほどよき存在だと信じて疑わ

ないが，それはまるで，民衆が選良 nobil-

ity，学識者，そして自分自身を越える物事，

に対していかに無理解で軽蔑的で難癖をつ

けたがる存在であることを知らないかのよ

うである
31)
。

このような民衆の独自の能力論を展開したハリ

ントンは，同時代の思想家たちから批判を受け

るものの，（自ら政治を担う能力ではなく）政治

を主導する人々を選ぶ能力を持つものとして民

衆を把握する彼の議論は，後代において，民衆

の政治的能力の限界を強調する批判的言説とし

て，民主政への批判的牽制として機能するだけ

でなく，民衆に政治的権能を（部分的にせよ）

認める根拠として，民主政の定着のための，思

想史的なひとつの有力な手掛かりにもなってい

ると言えよう。

Ⅵ まとめにかえて：18 世紀の共和主義

的議論への展望

本稿は，「異教性」と「外来性」の差異を手掛

かりに，『自由共和国設立論』において示される

ミルトンによるハリントン批判を詳細に分析す

ることで，共和政をはじめとする政体に関する

ミルトンの時論的側面と理論的側面とを分別し

つつ，ミルトンとハリントンの関係は，「どちら

かを共和主義者の典型と解釈する根拠を提供し

ているのではなく，実在する共和国の完成・維

持のための相互補完的批判として把握されるべ

き」ものであること，したがって彼らの論争は，

「共和政に関する論争圏 a repub l ican

platform」
32)
を構成すると解すことができるこ

と，そして「17 世紀イングランド共和主義思想

は，緩やかな統一性とともに多様性をも伴って

いるものとして把握されるべき」であることを

明らかにしてきた。すなわちミルトンの議論

は，ハリントンとの時論的な相違点だけでなく，

一定の共通性をも持つものであり，その点で，

共和政に関する同時代的な論争圏の存在を確認

することができた。

そして本稿では，土地法が持つとされる「外

来性」を根拠にそれを批判するミルトンの議論

の含意を分析することで，その批判は，ハリン

トン自身というよりはむしろ，その急進性を増

幅したと言えるようなハリントン派の土地法論

をより念頭に置く議論と解すべきことも確認し

た。

以上の分析を踏まえて，両者の関係が，後代

の共和主義的議論へ与えた影響が何であったの

を簡潔に展望することで本稿のまとめにかえた

い。

本稿の後半部分で中心的に見てきたように，

ミルトンは，主権的統合と地方の自立性とのバ

ランス，オランダとの比較，共和国と商業の関
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係，商業の無制限的追求の弊害，官職交代制が

能力ある人々を排除する側面，土地法が及ぼす

悪影響の可能性などを議論していた。またミル

トンの議論は，君主政復活を阻止するための，

様々な提言を含む時論的，便宜的主張という側

面を持ち，その観点から，ハリントン（厳密に

は，ハリントン派）の議論の持つ（ミルトンか

ら見ての）危険性を最小化するための異論を含

んでいた。以上より考えると，18 世紀以降の共

和主義思想，あるいは共和主義者と目される人

物の議論を評価・分析する場合に，ハリントン

の議論を中心とする様々な留保や部分的な批

判，誤解や曲解に基づく賛同や批判などのすべ

てを含むそれ以前の論争を，ポーコックの言う

パラダイムとして捉えた上で，思想の継承や断

絶を詳細かつ丁寧に議論する必要があると思わ

れる。すなわち共和主義思想に関する論争圏の

持つ歴史的重層性への配慮の必要性である。

この歴史的な論争圏を意識する必要性は，特

に 18 世紀における共和主義思想について，あ

るいはそれに関連する議論を行う際に重要にな

ると考えられる。本稿冒頭でも簡単に言及した

が，18 世紀初頭には，トーランドによってハリ

ントンやミルトンなどの著作集が編まれ，その

冒頭には，トーランドの手になる解説や前書き

が付されていた。このことから窺うことができ

るのは，18 世紀初頭における共和主義のイメー

ジには，トーランドという人物やその行動から

の影響が付与されていることである。当然なが

ら，共和主義思想のイメージや解釈の力点は，

17 世紀段階とは異なってくる。同様にして，18

世紀中庸のアンドルー・フレッチャーによるハ

リントンの利用や，18 世紀後半のフランシス・

ハチスンやキャサリン・マコーレイ，そしてデ

ヴィッド・ヒュームによるハリントンへの言及

によって，それ以降の時代における共和主義の

イメージと議論の力点もまた変化している。つ

まり思想の流れは，個々の思想家が付け加えた

解釈を含みつつ現代に向かってくる言い回し
パ ラ ダ イ ム

，

共和主義思想に即して言えば，ポーコックが強

調する「雑多な［要素からなる］合成物として

の共和主義思想 the general synthesis of repub-

licanism」という発想と視点を，個々の思想家

の評価に当たって，より自覚する必要があるの

ではないだろうか
33)
。

例えば，この点で，ミルトンによるハリント

ン的議論への留保や批判が，ハリントンに関す

るヒュームの議論（「理想共和国案」）と非常に

類似していることは注目に値する。したがって

ヒュームにおける共和主義的要素やハリントン

との継承と断絶の関係を議論する上では，ハリ

ントンだけでなく彼を取り巻く同時代人による

複数の共和政論の存在も無視できないと思われ

る。なぜならハリントンそのものを継承してい

るかのように見えるヒュームの議論も，実際に

は，ハリントンの考え方を批判・留保したミル

トンの継承者としての側面が強いという可能性

があり，そうした戦略をとったヒュームの同時

代的含意を分析する必要も出てくるのである。

したがって，共和主義に関する 17 世紀イング

ランドの経験がどのように後代へ影響を及ぼし

ているかを議論する際には，17 世紀の経験自体

の複数性と，後代の解釈者自身と 17 世紀の間
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33）17 世紀から 18 世紀にかけての英国における，広

義の共和主義思想の継承と断絶については，ポー

コックやロビンズの概略的説明がなされて以来，学

術的な探求がほとんど進められていない。したがっ

て彼らの解釈で取り扱われた思想家たちに関する現

在までの個別研究の進展を踏まえて，この概略的図

式を拡充・発展する時期ではないかと考える。同様

の問題意識は，例えば，Hammersley（2010）, esp.,

Introductionでも表明されている。

しかしながら筆者自身は，この拡充・発展作業を

ハマースリーのように単なる情報更新的な改訂とし

てではなく，Burgess（2009）, part 2 でも強調され

ているように，17・18 世紀の共和主義思想を，16世

紀の人文主義的な改革派の政論家 commonwealth-

menからの連続として把握する視点から行うべき

と考える。



に存在する，共和主義に関連付けられる様々な

経験に由来する強調点や理論的包摂範囲の変化

とを意識した歴史的な構築物としての共和主義

思想という発想と視点を，今まで以上に意識す

る必要があると思われる。

【付記１】本稿は，科学研究費（20530168，23530239），

日本学術振興会 平成 25年度 特定国派遣研究者制度に

よる研究成果の一部である。

【付記２】本稿は，日本イギリス哲学会第 34回関西部

会例会（2006年７月）での発表の一部を基に，上田惟一

氏寄贈資料（京都大学経済学部）の活用と，故 永岡薫氏

ならびに嘉陽英朗氏との長期間にわたる対話とを踏ま

えて大幅な加筆修正を施したものである。この場を借

りて，上田氏のご遺族のご厚誼と両氏の交友とに感謝し

たい。
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